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(57)【要約】
【課題】心電計等の医療機器を、必要時に直ぐに使用さ
せることができるように、医療機器に装着部や付属物が
接続された状態で医療機器を設置したまま、トロリーを
スタッキングして保管すること。
【解決手段】同一の構成を有する医療用トロリー同士で
のスタッキングが、いずれかの医療用トロリーに医療機
器を設置したまま可能な医療用トロリーであって、床面
上を移動するよう動作可能な脚部と、脚部の上方で医療
機器を設置可能な設置部と、脚部に設けられ、スタッキ
ング時に別の医療用トロリーとの相対移動を規制する移
動規制部と、設置部を変位させる変位部と、を有し、ス
タッキング時に、別の医療用トロリーの設置部との間に
医療機器の収容空間を空けるように変位した設置部は、
別の医療用トロリーに突き当たらないように構成される
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の構成を有する医療用トロリー同士でのスタッキングが、いずれかの医療用トロリ
ーに医療機器を設置したまま可能な医療用トロリーであって、
　床面上を移動するよう動作可能な脚部と、
　前記脚部の上方で医療機器を設置可能な設置部と、
　前記脚部に設けられ、スタッキング時に別の医療用トロリーとの相対移動を規制する移
動規制部と、
　前記設置部を変位させる変位部と、
　を有し、
　スタッキング時に、前記別の医療用トロリーの設置部との間に前記医療機器の収容空間
を空けるように変位した前記設置部は、前記別の医療用トロリーに突き当たらないように
構成される、
　医療用トロリー。
【請求項２】
　前記変位部は、前記医療用トロリーの前記設置部の高さを、前記別の医療用トロリーの
前記設置部の高さとは異なる高さに変位して前記収容空間を空ける、
　請求項１記載の医療用トロリー。
【請求項３】
　前記変位部は、前記脚部に立設された支持部に設けられている、
　請求項１または２に記載の医療用トロリー。
【請求項４】
　前記支持部は、前記設置部を支持し、且つ、伸縮可能な一対の支柱部であり、
　前記変位部は、前記支柱部の長さを調整することで前記設置部の高さを変位する高さ調
整部である、
　請求項３記載の医療用トロリー。
【請求項５】
　前記設置部は、前記一対の支柱部に支持される載置台であり、
　前記載置台においてスタッキング方向で離間する両端部のうち一端部の幅は、前記支柱
部の間隔よりも狭く、前記別の医療用トロリーとスタッキングさせるとき、前記別の医療
用トロリーの支柱部間に、前記医療機器の付属物が配置される間隔を空けて挿入される、
　請求項４記載の医療用トロリー。
【請求項６】
　前記載置台において前記スタッキング方向で離間する他端部は、横方向に張り出して設
けられ、且つ、それぞれに一対の支柱部が接合される張出部を有し、
　前記張出部は、前記脚部が前記別の医療用トロリーの移動規制部に当接した際に、前記
別の医療用トロリーの支柱部と離れた位置に配置され、前記別の医療用トロリーの支柱部
との間で、前記付属物を配置可能にする、
　請求項５記載の医療用トロリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機器の運搬或いは設置に用いる医療用トロリーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心電計や生体情報モニター等の医療機器は、特許文献１に示す内視鏡観察及び超音波診
断が可能なシステムにおける超音波診断装置等の医療機器と同様に、一般に専用のトロリ
ーに設置して、検査室や病棟、手術室等に移動可能に用いられる。
【０００３】
　特許文献１では、トロリーは、少なくとも医療機器の制御等を行う医療機器装置本体又
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は入出力装置を載置可能な棚を複数上下に間隔を空けて有する装置本体の下部にキャスタ
ー等の転動部材を取り付けて構成されている。
【０００４】
　トロリーは、医療機器を確実に安定して設置して使用させることが望まれるため、その
強度及び安定性の面からサイズを大きくする傾向にある。
【０００５】
　そのため、トロリーは、保管時においては、相応の収納スペースが求められるため、ト
ロリー自体をスタッキング可能にする構成が考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１５９２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、設置している医療機器の使用後、トロリーをスタッキングして保管する
場合、設置している医療機器をトロリーから取り外す必要がある。そして、医療機器を再
び使用する際には、医療機器をトロリーに設置し直す必要がある。
　また、医療機器には、例えば心電計のように、心電図を取得する際に、電極（装着部）
を、ケーブル（付属物）を介して接続するものがある。よって、このような医療機器を、
ケーブルが接続された状態でトロリーに設置したまま、トロリーをスタッキングできるよ
うにすることが、望まれている。
【０００８】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、心電計等の医療機器を、必要時に
直ぐに使用させることができるように、医療機器に装着部や付属物が接続された状態で医
療機器を設置したまま、スタッキングして保管できる医療用トロリーを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の医療用トロリーの一つの態様は、
　同一の構成を有する医療用トロリー同士でのスタッキングが、いずれかの医療用トロリ
ーに医療機器を設置したまま可能な医療用トロリーであって、
　床面上を移動するよう動作可能な脚部と、
　前記脚部の上方で医療機器を設置可能な設置部と、
　前記脚部に設けられ、スタッキング時に別の医療用トロリーとの相対移動を規制する移
動規制部と、
　前記設置部を変位させる変位部と、
　を有し、
　スタッキング時に、前記別の医療用トロリーの設置部との間に前記医療機器の収容空間
を空けるように変位した前記設置部は、前記別の医療用トロリーに突き当たらないように
構成される構成を採る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、心電計等の医療機器を、必要時に直ぐに使用させることができるよう
に、医療機器に装着部や付属物が接続された状態で医療機器を設置したまま、トロリーを
スタッキングして保管できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態の医療用トロリーを示す斜視図
【図２】高さ調整部を示す縦断面図
【図３】スタッキングした医療用トロリーの一例を示す斜視図
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【図４】スタッキングした医療用トロリーの一例を示す側面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１は、実施の形態の医療用トロリー１００を示す斜視図である。
【００１４】
　本実施の形態の医療用トロリー（以下、「トロリー」と称する）１００には、生体情報
測定装置等の医療機器が設置される。
　生体情報測定装置として、以下では、多機能心電計（以下、単に「心電計」と呼ぶ）２
０である場合を例に説明する。ただし、トロリー１００に設置して使用される医療機器で
あって、装着部や付属物が接続されるものであれば、どのような医療機器であってもよい
。例えば、パルスオキシメータのプローブのケーブルや血圧測定用のカフのカフホースが
接続される生体情報モニター等であってもよい。
【００１５】
　心電計２０は、例えば、表示部、レコーダー部及び操作部等を有し、標準１２誘導心電
図のような複数誘導の心電図を測定可能である。心電図測定結果及び心電図解析結果は、
表示部に表示可能となっていると共に、レコーダー部によって記録紙に記録可能となって
いる。心電計２０には、被検者の四肢に装着される電極２４ａがケーブル２６ａを介して
接続されているとともに、被検者の胸部に装着される電極２４ｂがケーブル２６ｂを介し
て接続されている。
【００１６】
　心電計２０は、トロリー１００において上下動可能な載置台１１０の天面１１２に載置
されることにより、トロリー１００に設置される。トロリー１００は後述のとおり床面上
を移動自在に構成されているため、心電計２０をトロリー１００に設置すると、心電計２
０を検査室等に移動させることが容易となる。
【００１７】
　床面上を移動自在なトロリー１００は、トロリー１００と同一の構成を有する別トロリ
ー１００Ａに対してスタッキング可能である（図３又は図４参照）。しかも、トロリー１
００、１００Ａは、いずれかのトロリー１００、１００Ａに心電計２０を設置したまま、
スタッキング可能である。以下の説明では、便宜上、別トロリー１００Ａにおけるトロリ
ー１００と同様の構成要素には、同名称を用いるとともに、トロリー１００との区別のた
め末尾に「Ａ」を付した同符号を用いる。
【００１８】
　トロリー１００は、床面上を移動するよう動作可能な脚部としての支持フレーム１２０
と、脚部の上方で医療機器（本実施の形態では、心電計２０）を設置可能な設置部として
の載置台１１０と、脚部に設けられた移動規制部としてのステー１２８と、設置部を変位
させる変位部としての高さ調整部１４６とを有する。
【００１９】
　本実施の形態では、トロリー１００は、更に、支持部としての支柱部１４０と、取付部
１１４（図４参照）とを有する。トロリー１００には、取付部１１４を介して、他部材、
例えば、コードハンガー１６０が取り付けられる。
【００２０】
　トロリー１００は、高さ調整部１４６が載置台１１０を変位させるように構成されてい
る。トロリー１００と別トロリー１００Ａとを相対移動によりスタッキングさせるとき、
載置台１１０は、双方の載置台１１０、１１０Ａ間に、いずれかの載置台（ここでは載置
台１１０）に設置された心電計（ここでは心電計２０）の収容空間を空けるよう、変位す
る。
【００２１】
　トロリー１００は、心電計２０を載置台１１０に載置した状態で、高さ調整部１４６に
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より載置台１１０の高さ位置を調整して、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａ（図３又
は図４参照）の高さ位置と異ならせることにより、別トロリー１００Ａに対してスタッキ
ング可能である。スタッキングは、トロリー１００を移動させて、別トロリー１００Ａの
後端部側からトロリー１００の先端部１２６側を挿入することにより、実現可能である。
なお、スタッキングは、トロリー１００の先端部１２６が、別トロリー１００Ａの後端部
側から挿入されるように、別トロリー１００Ａを移動させても、実現可能である。また、
トロリー１００と別トロリー１００Ａとをスタッキングさせる際、別トロリー１００Ａの
載置台１１０Ａ（図３又は図４参照）の高さ位置を調整しても良い。載置台１１０、１０
０Ａのうちどちらを変位させるとしても、結果として、相対的に載置台１１０を下方とし
載置台１１０Ａを上方とすれば、載置台１１０上の心電計２０の収容空間を確保でき、相
対的に載置台１１０を上方とし載置台１１０Ａを下方とすれば、載置台１１０Ａ上の心電
計２０Ａ（図３又は図４参照）の収容空間を確保できる。
【００２２】
　支持フレーム１２０は、支柱部１４０を介して載置台１１０に載置される心電計２０と
、載置台１１０の取付部１１４を介して取り付けられるコードハンガー１６０とを支持す
る。
　支持フレーム１２０は、載置台１１０を床面上で移動可能にするものであり、本実施の
形態では、床面上を転動する転動部材としてのキャスター１３０を有する。なお、支持フ
レーム１２０は、キャスター１３０の代わりに、床面に対して少ない摩擦抵抗で移動可能
に接触する部材を有しても良い。
【００２３】
　支持フレーム１２０は、先端部１２６側が凸状であるＵ字状に形成され、先端部１２６
よりも開放側の後端部の幅寸法が大きい。
　これにより、支持フレーム支持フレーム１２０Ａの後端側から、支持フレーム１２０の
先端部１２６側を挿入することができる。
【００２４】
　本実施の形態では、支持フレーム１２０は、スタッキング方向と直交する方向に延在す
る先端部１２６と、先端部１２６の両端部から、後端側つまりスタッキング方向とは逆の
方向に延在し、かつ、後端側に向かうにつれて互いに左右方向（幅方向）に離れていくフ
レームアーム１２２、１２４と、フレームアーム１２２、１２４間に架設されたステー１
２８と、を有する。
【００２５】
　ここで、本実施の形態の理解をより容易とするため、移動規制部の機能に関しては、ト
ロリー１００におけるステー１２８の代わりに、別トロリー１００Ａにおけるステー１２
８Ａ（図３参照）を例にとって説明する。ステー１２８Ａは、スタッキング時に、トロリ
ー１００と別トロリー１００Ａとの相対移動を規制する。具体的には、トロリー１００と
別トロリー１００Ａとが相対移動して、トロリー１００が別トロリー１００Ａに挿入され
、ステー１２８Ａがトロリー１００の先端部１２６に当接したとき、ステー１２８Ａは、
スタッキング方向へのトロリー１００の移動を規制し、逆方向への別トロリー１００Ａの
移動を規制する。なお、上述した通りトロリー１００と別トロリー１００Ａとは同一の構
成を有するため、勿論、トロリー１００のステー１２８は別トロリーのステー１２８Ａと
同じ機能を有する。
【００２６】
　スタッキング時において、例えば、トロリー１００の先端部１２６が別トロリー１００
Ａのステー１２８Ａに当接することにより、載置台１１０の後端部（後端両側部１１６も
含む）は、別トロリー１００Ａの支柱部１４０Ａ（図３又は図４参照）よりも後方で停止
する。
　また、図示しないが、トロリー１００と同様の構成を有するさらに別のトロリーをトロ
リー１００の後方からスタッキングする場合、トロリー１００のステー１２８が、さらに
別のトロリーの先端部に当接する。これにより、さらに別のトロリーの載置台の後端部は
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、トロリー１００の支柱部１４０よりも後方で停止する。
【００２７】
　ステー１２８は、本実施の形態では、棒状としたが、これに限らず、支持フレーム１２
０の先端側に凸のＶ字状等、スタッキング時にトロリー同士の相対移動を規制するもので
あれば、どのように構成されてもよい。
【００２８】
　キャスター１３０は、支持フレーム１２０の下面に固定されている。キャスター１３０
は、本実施の形態では、支持フレーム１２０において、先端部１２６の両端部と、フレー
ムアーム１２２、１２４の両後端部のそれぞれとに設けられている。キャスター１３０は
、転動する車輪１３２をロックするロック部１３４を有する。ロック部１３４は、車輪１
３２の転動を規制して、トロリー１００を固定する。
【００２９】
　支柱部１４０は、載置台１１０を変位可能に支持するものであり、支持フレーム１２０
に立設されている。支柱部１４０は、本実施の形態では、フレームアーム１２２、１２４
の後端部のそれぞれから上方に突出するように、対をなして設けられている。
【００３０】
　支柱部１４０は、それぞれ伸縮可能に構成、つまり、全長を変更自在に構成される。支
柱部１４０は、高さ調整部１４６によって、それぞれ上端部の高さ位置を上下方向で調整
可能である。
【００３１】
　本実施の形態では、支柱部１４０は、支持フレーム１２０に立ち上がるように設けられ
る筒状の支持柱本体１４２と、支持柱本体１４２内に移動自在に挿入され、且つ、支持柱
本体１４２の上端から突出しており、上端部に載置台１１０が固定される移動柱部１４４
とを有する。移動柱部１４４は、支持柱本体１４２に対して軸方向に進退移動することで
、支柱部１４０を伸縮自在に構成している。
【００３２】
　高さ調整部１４６は、支柱部１４０に設けられている。高さ調整部１４６は、トロリー
１００の載置台１１０の高さを、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａの高さとは異なる
高さに変位させて収容空間を形成する。高さ調整部１４６は、支柱部１４０の長さを調整
することで載置台１１０の高さを変位させる。
【００３３】
　図２は、支柱部１４０の高さ調整部１４６を示す部分断面図である。
【００３４】
　高さ調整部１４６は、移動柱部１４４の支持柱本体１４２に対する高さ位置を、調整し
て固定する。高さ調整部１４６は、移動柱部１４４の上端部の高さ位置を調整する。これ
により、高さ調整部１４６は、トロリー１００と別トロリー１００Ａとをスタッキングさ
せるとき、双方の載置台１１０、１１０Ａ間に心電計２０又は心電計２０Ａの収容空間を
空けることができる。高さ調整部１４６は、心電計２０又は心電計２０Ａの収容空間が空
く位置に載置台１１０を位置させて、支持柱本体１４２に対して移動柱部１４４を固定で
きる。
【００３５】
　高さ調整部１４６は、本実施の形態では、支持柱本体１４２に形成された貫通孔１４６
ａと、貫通孔１４６ａに挿入され、支持柱本体１４２内で移動柱部１４４側に突出して係
合し、移動柱部１４４の延在方向（上下方向）への移動を規制する棒状の係合片部１４６
ｂとを有する。係合片部１４６ｂは、本実施の形態では、移動柱部１４４に形成された係
合孔１４６ｃに、挿入されて係合する。
【００３６】
　係合孔１４６ｃは、移動柱部１４４の外面に、移動柱部１４４の延在方向に沿って複数
、所定間隔を空けて配置されている。所定間隔は、移動柱部１４４の上端部が支持柱本体
１４２の上端から離れる長さを規定する。スタッキング時に心電計２０又は心電計２０Ａ
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の収容空間をより確実に形成するため、所定間隔は、心電計２０、２０Ａの高さよりも長
いことが好ましい。
【００３７】
　係合孔１４６ｃに係合片部１４６ｂを係合させることにより、載置台１１０の高さを固
定できる。なお、高さ調整部１４６は、係合片部１４６ｂを雄ねじ部とし、貫通孔１４６
ａ及び係合孔１４６ｃのうち少なくとも一方の内周に、前記雄ねじ部に螺合する雌ねじ部
を設けた構成としてもよい。例えば、雄ねじ部としての係合片部１４６を回転して、貫通
孔１４６ａに挿入して雌ねじ部としての係合孔１４６ｃに螺合、或いは雌ねじ部としての
貫通孔１４６ａに螺合して係合孔１４６ｃに挿入されるように、高さ調整部１４６を構成
して良い。これにより、雄ねじ部である係合片部１４６ｂを支持柱本体１４２にねじ込む
だけで、支柱部１４０において、移動柱部１４４の上端部を、所定の位置で容易に固定し
、載置台１１０を、所定の高さ位置に保持することができる。
【００３８】
　再び図１、図３及び図４を参照し、トロリー１００の全体構成を説明する。
　載置台１１０は、板状に形成されており、支柱部１４０に支持される。載置台１１０は
、本実施の形態では、一対の支柱部１４０の上端部に、天面１１２への心電計２０の載置
のため水平（ほぼ水平を含む）に延在するように固定される。
【００３９】
　載置台１１０において、支持フレーム１２０の先端部１２６側の端部（先端面１１１）
の幅が、前記一対の支柱部１４０の幅寸法よりも小さく構成される。載置台１１０は、本
実施の形態では、支持フレーム１２０の上方で支持フレーム１２０に対向するように配置
される。
【００４０】
　具体的には、載置台１１０では、スタッキング方向で離間する両端部のうち一端部（先
端部）の先端面１１１に対して、他端部（後端部）に、スタッキング方向と交差する方向
に張り出した後端両側部（張出部）１１６が設けられている。後端両側部１１６には、移
動柱部１４４がそれぞれ接合されている、なお、先端面１１１には、取っ手を取り付けて
もよい。取っ手を取り付けることにより、トロリー１００を移動させる際の操作を容易に
することができる。
【００４１】
　載置台１１０の先端側の幅は、一対の支柱部１４０の間隔よりも狭い。そのため、トロ
リー１００と別トロリー１００Ａとをスタッキングさせるとき、載置台１１０は、別トロ
リー１００Ａの支柱部１４０Ａ間に挿入される。トロリー１００の先端部１２６が別トロ
リー１００Ａのステー１２８Ａに当接して、載置台１１０の後端部が、別トロリー１００
Ａの支柱部１４０Ａよりも後方で停止する状態では、高さが載置台１１０とずれた位置に
調整された載置台１１０は、別トロリー１００Ａのどこにも突き当たることがない。
【００４２】
　このように、載置台１１０は、トロリー１００と別トロリー１００Ａとの相対移動によ
るスタッキング時に、別トロリー１００Ａに突き当たらないように構成されている。
【００４３】
　取付部１１４は、載置台１１０の後端側の角部近傍に設けられている。取付部１１４は
、トロリー１００に設置される医療機器に応じて使用される他部材を取り付けるためのも
のである。本実施の形態では、取付部１１４は支柱取付部として機能し、取付部１１４に
は、他部材としてコードハンガー１６０が取り付けられている。取付部１１４は、例えば
、板金を加工して上方に開口するように形成された筒状の挿入孔を有する。この挿入孔に
、コードハンガー１６０の支柱部１６２の基端部が挿入される。これにより、コードハン
ガー１６０は、載置台１１０から立設するように取り付けられる。
【００４４】
　コードハンガー１６０は、ケーブル２６ａ、２６ｂ等を、載置台１１０の上方に位置さ
せる。ケーブル２６ａ、２６ｂの先端には、心電図取得時に被検者に装着される電極２４
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ａ、２４ｂが接続され、ケーブル２６ａ、２６ｂの他端には、心電計２０が接続されてい
る。電極２４ａは、四肢への装着用であり、電極２４ｂは、胸部への装着用である。
　使用時（本実施の形態のように検査用の医療機器の場合、検査時）においては、コード
ハンガー１６０の姿勢を変更することで、コードハンガー１６０から導出されるケーブル
２６ａ、２６ｂを、乱雑にならないように引き回して、電極２４ａ、２４ｂを、被検者の
所定の装着部位に装着し易くすることができる。
【００４５】
　具体的には、コードハンガー１６０は、載置台１１０から上方に立設される支柱部１６
２と、支柱部１６２の先端部で屈曲自在に取り付けられることで載置台１１０の上方に配
置可能なハンガー部１６４とを有する。ケーブル２６ａ、２６ｂは、支柱部１６２、ハン
ガー部１６４に沿って配線される。本実施の形態では、支柱部１６２及びハンガー部１６
４は中空部を有し、中空部内にケーブル２６ａ、２６ｂが配線されている。
【００４６】
　中空の支柱部１６２の基端側から導出されたケーブル２６ａ、２６ｂは、心電計２０に
接続されている。また、中空のハンガー部１６４の自由端部から導出されたケーブル２６
ａ、２６ｂは、各電極２４ａ、２４ｂに接続されている。
【００４７】
　コードハンガー１６０は、ハンガー部１６４の自由端部位置を、支柱部１６２の基端部
側を支点にして上下左右に移動できるように構成される。支柱部１６２は、基端部側に支
柱部１６２を屈曲可能にする関節部を有する。また、支柱部１６２は、支柱部１６２自体
の向きやハンガー部１６４の向きを変えることができるよう、基端部で取付部１１４に軸
回りに回動自在に取り付けられる。また、ハンガー部１６４は、支柱部１６２に対して屈
曲自在となるように関節部を介して取り付けられており、これにより、ハンガー部１６４
は、載置台１１０の上方で支柱部１６２の基端部側を支点に回動自在かつ、上下動自在で
ある。
【００４８】
　図３は、スタッキングしたトロリー１００の一例を示す図である。
【００４９】
　図３に示す例では、トロリー１００の載置台１１０上及び別トロリー１００Ａの載置台
１１０Ａ上にそれぞれ心電計２０、２０Ａが載置されている。また、高さ調整部１４６に
より、載置台１１０の高さ位置が、心電計２０の高さ以上の高低差で載置台１１０Ａより
も低くなるように、調整されて固定されている。
【００５０】
　次いで、トロリー１００をスタッキング方向に移動させて、別トロリー１００Ａ内に、
トロリー１００を挿入する。すると、トロリー１００の支持フレーム１２０は、先端部１
２６側から支持フレーム１２０Ａの後端側に侵入する。このとき、トロリー１００の載置
台１１０は、別トロリー１００Ａの支柱部１４０Ａ間に入り込み、トロリー１００の載置
台１１０は、心電計２０を載置した状態で、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａの下方
で、載置台１１０Ａと重なるように配置される。すなわち、心電計２０は、載置台１１０
、１１０Ａ間の空間に収容される。
【００５１】
　また、トロリー１００は、別トロリー１００Ａとのスタッキング時において、先端部１
２６が別トロリー１００Ａのステー１２８Ａに当接することにより、スタッキング方向へ
の移動を規制される。
　このとき、トロリー１００の載置台１１０は、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａや
支柱部１４０Ａの位置を避けているため、別トロリー１００Ａのどこにも突き当たること
がない。この状態で、トロリー１００と別トロリー１００Ａとのスタッキングが完了する
。
【００５２】
　このようにして、載置台１１０と別トロリー１００Ａとの間には、隙間が確保されるた
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め、ケーブル２６ａ、２６ｂが、載置台１１０の上方から載置台１１０の周囲に垂れ下が
っていても、載置台１１０と別トロリー１００Ａとの間に挟まれることがない。
【００５３】
　特に、載置台１１０の後端両側部１１６は、トロリー１００の支持フレーム１２０が別
トロリー１００Ａのステー１２８Ａに当接した際に、別トロリー１００Ａの支柱部１４０
Ａからスタッキング方向で離れた位置に配置される。よって、トロリー１００の後端両側
部（張出部）１１６は、別トロリー１００Ａの支柱部１４０Ａとの間に、隙間が形成され
る。すなわち、この隙間が、上方から垂れ下がるケーブル２６ｂの収容空間となるため、
ケーブル２６ｂは、後端両側部１１６と支柱部１４０Ａとの間に挟まれることがない。
【００５４】
　このように、ケーブル２６ｂは、載置台１１０と別トロリー１００Ａとの間に挟み込ま
れることがない。
【００５５】
　図４は、図３と同様、スタッキングしたトロリー１００の一例を示す図である。ただし
、図４に示す例では、別トロリー１００Ａのコードハンガー１６０Ａのハンガー部１６４
Ａの先端部が、別トロリー１００Ａの支柱部１４０Ａよりも後方に位置している。このよ
うな状態であっても、コードハンガー１６０Ａから垂れ下がるケーブル２６ｂは、載置台
１１０と別トロリー１００Ａとの間に位置しても、挟み込まれることがない。
【００５６】
　以上説明したように、本実施の形態の構成によれば、心電計２０が載置される載置台１
１０を、心電計２０を水平（略水平も含む）に載置した状態のままで昇降して、心電計２
０を、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａとの間に位置させるようにできる。
　また、トロリー１００と別トロリー１００Ａとのスタッキング時において、トロリー１
００は、別トロリー１００Ａのステー１２８Ａに当接することにより相対移動を規制され
る。そして、別トロリー１００Ａの載置台１１０Ａとの間に心電計２０の収容空間を空け
るように変位した載置台１１０は、別トロリー１００Ａに突き当たることがない。
【００５７】
　つまり、載置台１１０が、別トロリー１００Ａ等のどの部材にも押圧される状態となる
ことなく、トロリー１００がスタッキングされた状態となる。
【００５８】
　スタッキング時において、コードハンガー１６０からケーブル２６ａ、２６ｂが垂れ下
がり、載置台１１０の周囲に位置する場合でも、トロリー１００の載置台１１０と、別ト
ロリー１００Ａとにより、ケーブル２６ａ、２６ｂが挟まれることがない。スタッキング
時において、載置台１１０の後端部の後端両側部１１６と、別トロリー１００Ａの支柱部
１４０Ａとの間の空間に位置するケーブルが、図３に示すように別トロリー１００Ａの心
電計２０Ａのケーブル２６ｂであっても、図４に示すようにトロリー１００の心電計２０
のケーブル２６ｂであっても、あるいは、その双方であっても、そのケーブルが後端両側
部１１６と支柱部１４０Ａとの間に挟まれることはない。
　すなわち、載置台１１０、１１０Ａの上方のコードハンガー１６０、１６０Ａがどのよ
うな向きであってもそれぞれから垂れ下がるケーブル２６ｂは挟み込まれることがなく、
トロリー１００は、トロリー１００Ａに対し好適な位置でスタッキングされた状態となる
。
【００５９】
　このように、ケーブル２６ａ、２６ｂは、自トロリー１００と別トロリー１００Ａとに
挟まれないため、保管中に損傷することがない。よって、直ぐに使えるように電極２４ａ
、２４ｂのケーブル２６ａ、２６ｂが接続された心電計２０を載置台１１０に載置した状
態で、トロリー１００、１００Ａをスタッキングして保管できる。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、図３又は図４を用いて、２台のトロリー１００、１００Ａの
スタッキングについて説明したが、３台以上のトロリーをスタッキングしてもよい。本実
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の載置台に載置された医療機器（例えば心電計）の収容空間を空けるように、トロリーの
載置台の高さ位置を互い違いに変位させることで、いくつでもトロリーをスタッキングで
きる。
【００６１】
　また、３台以上のトロリーをスタッキングしても、どのトロリーの載置台もどこにも突
き当たることがなく、３台以上のそれぞれの載置台の周囲にケーブル２６ａ、２６ｂを配
置可能な空間が形成される。すなわち、３台以上のトロリーは、それぞれの載置台に、ケ
ーブルを接続した医療機器を設置した状態で、スタッキングしても、トロリー同士におい
て、それぞれの医療機器に接続されるケーブル２６ａ、２６ｂを挟むことなく、好適にス
タッキングすることができる。
【００６２】
　上述の実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎ
ず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。す
なわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することの無い範囲で、様々
な形で実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、設置される医療機器を必要な時に直ぐに使用できる状態でスタッキングして
保管できる効果を得ることができ、例えばケーブルを介して電極に接続して用いられる心
電計が設置されるトロリーとして好適である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０、１０Ａ　医療設備
　２０、２０Ａ　心電計（医療機器）
　２４ａ、２４ｂ　電極
　２６ａ、２６ｂ　ケーブル（付属物）
　１００、１００Ａ　トロリー
　１１０、１１０Ａ　載置台
　１１１、１１１Ａ　先端面
　１１２、１１２Ａ　天面
　１１４　取付部
　１１６、１１６Ａ　後端両側部（張出部）
　１２０、１２０Ａ　支持フレーム（脚部）
　１２６、１２６Ａ　先端部
　１２８、１２８Ａ　ステー
　１３０、１３０Ａ　キャスター
　１３２　車輪
　１３４　ロック部
　１４０、１４０Ａ　支柱部（支持部）
　１４２、１４２Ａ　支持柱本体
　１４４、１１４Ａ　移動柱部
　１４６、１４６Ａ　高さ調整部（変位部）
　１４６ａ　貫通孔
　１４６ｂ　係合片部
　１４６ｃ　係合孔
　１６０、１６０Ａ　コードハンガー
　１６２　支柱部
　１６４、１６４Ａ　ハンガー部
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